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教育委員会定例会議案等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市教育委員会 

 

 



 

令和７年９月教育委員会定例会議事日程 

 

新潟市教育委員会 

日 時 令和７年９月３０日（火） 午前１０時３０分 開会 

場 所 新潟市役所ふるまち庁舎４階 教育会議室１ 

日 程 第１ 会議録署名委員の指名 

 

第２ 報告 

・和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について・・・・・・・１ 

・令和８年度新潟市立学校教員採用選考検査結果について・・当日配付 

・令和７年度新潟市教育委員会表彰被表彰者の 

選考結果報告について・・・・・・・・・・・・・・・・・当日配付 

 

第３ 次回日程 

１０月定例会 令和７年１０月２０日（月） 午後３時３０分  

 

第４ 閉会 

 



 

 

 

 

 

報  告 

 

 

 



 

和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について（報告） 

 

 市立学校において発生した事故に係る和解及び損害賠償額の決定について、地方自治法

に基づき、下記のとおり市長が専決処分をし、議会に報告します。 

 

記 

 

１ 専決処分日 令和７年７月２９日 

２ 報 告 議 会 令和７年９月議会定例会 

３ 報 告 内 容 

事件 相手方 損害賠償額 説明 

物損事故に 

係る和解 

新潟市在住１名 18,221 円 

 

事故発生年月日 令和７年３月２７日 

発生場所 新潟市秋葉区新津東町２丁

目 7-29 地先 

相手方被害 物損事故 

和解年月日 令和７年７月２９日 

事故概要 野球部の練習中に、中学生

が打ち上げたボールが防球

ネットを超えてしまい、走

行中の相手方車両と接触

し、損傷させたもの。 

 

 

〔参考〕 

○地方自治法 

 〔議会の委任による専決処分〕 

第百八十条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定し

たものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しな

ければならない。 

 

○市長の専決処分事項の指定について 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により，市長において専決処分す

ることができる事項を次のとおり指定する。 

記 

１ 和解及び調停に関すること（ただし，併せて損害賠償の額を定める場合に限る。）。 

２ １件 300 万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。 

３・４ (略) 
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